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要　約
　平成30年改正著作権法では，「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」
として，著作権法30条の4，47条の4，47条の5が新たに導入された。これらの規定は，近年その進歩
が著しい IoT・ビッグデータ・人工知能などの技術の利用ニーズへの対応のために導入された新たな権利制限
規定であるが，従来の権利制限規定のあり方とは大きく異なり，画期的な内容を含んでいると言われている。
もっとも，これらの規定が具体的にいかなる場面で適用されるのかについて，条文からは必ずしも明確でない。
　そこで，令和元年度著作権委員会において著作権法30条の4，47条の4，47条の5の具体的な適用場
面について調査研究を行った結果，これまでは著作権者の許諾なしでは認められていなかった利用目的や場面
において著作物の利用を可能とする内容を含むものであり，これまでより一層，著作物の利用の円滑化が図ら
れていることが分かった。本書では，調査研究を行った結果を報告する。
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1.はじめに
　（1）　平成 30 年改正著作権法の内容
　デジタル・ネットワーク技術の進展により，新たに
生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応し，
著作物の利用をより円滑に行えるようにするため，平
成 30 年 5 月 18 日，「著作権法の一部を改正する法律
（平成 30 年法律第 30 号）」（以下，「改正法」という。）
が可決・成立し，同月 25 日に公布され，一部の規定
を除き，平成 31 年 1 月 1 日に施行された（下記①，
③及び④）。なお，下記②についても，令和 2年 4 月
28 日に施行された。
　改正法は，①「デジタル化・ネットワーク化の進展
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に対応した柔軟な権利制限規定の整備」（30 条の 4，
47 条の 4，47 条の 5等関係），②「教育の情報化に対
応した権利制限規定等の整備」（35 条等関係），③「障
害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の
整備」（37 条関係），及び④「アーカイブの利活用促
進に関する権利制限規定の整備等」（31 条，47 条，67
条等関係）を主な内容とする（1）。
　とりわけ，上記①「デジタル化・ネットワーク化の
進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」として制
定された 30 条の 4，47 条の 4，47 条の 5 の規定は，
従来の権利制限規定のあり方とは大きく異なり，画期
的な内容を含んでいると言われている（2）。
　この 30 条の 4，47 条の 4，47 条の 5 の規定は，近
年その進歩が著しい IoT・ビッグデータ・人工知能な
どの技術の利用ニーズへの対応のために導入された規
定である。
　すなわち，IoT・ビッグデータ・人工知能などの技
術を活用するためには，著作物を含む大量の情報の集
積・組合せ・解析が必須であるところ，平成 30 年改
正前の著作権法では，著作権者の許諾なく著作物を利
用できる場合に関する規定（いわゆる権利制限規定）
が利用目的や場面ごとに一定程度個別具体的に規定さ
れているにとどまっていたことから，この個別具体的
な権利制限規定に該当しない利用目的や場面における
著作物の利用行為が形式的に違法となってしまい，萎
縮効果によって，新しい技術の利用ニーズに対応する
ことが困難であった（3）。
　そこで，改正法は，上記①「デジタル化・ネット
ワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整
備」として，30 条の 4，47 条の 4，47 条の 5 を制定
し，権利制限規定をこれまでの個別具体的な形から，
より柔軟な形にして，従前よりもさらに円滑な著作物
の利用を可能とし，新しい技術の利用が促進されるよ
うに法整備を行ったものである。

　（2）　30 条の 4，47 条の 4，47 条の 5の適用場面
　改正法で導入された 30 条の 4，47 条の 4，47 条の
5については，様々な文献にて解説がなされている（4）。
もっとも，条文の構造は複雑であり，また，従前の改
正経緯を踏まえた理解も必要であることから，改正法
がいかなる場面で適用されるのか理解することは容易
ではない。
　そこで，本書においては，改正法において導入され

た規定のうちの上記①「デジタル化・ネットワーク化
の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」として
規定された 30 条の 4，47 条の 4，47 条の 5に着目し，
これら規定が具体的にどのような場合において適用さ
れるのか，いかなる場合において権利制限が認めら
れ，著作権者の許諾なく著作物の利用が可能となるの
かについて，具体例を紹介しながら説明を行う。

2.著作権法 30 条の 4について
　（1）�　著作権法 30 条の 4 の内容（著作物に表現さ

れた思想又は感情の享受を目的としない利用）
　著作権の権利制限については，平成 29 年 4 月の文
化審議会著作権分科会報告書（5）において，著作権者に
及び得る不利益の度合いに応じて 3つの層に整理する
形で分類され，それぞれ適切な柔軟性を確保して規定
を整備することが適当であるとされていた。
　具体的には，「権利者の利益を通常害さないと評価
できる行為類型」（第 1層），「権利者に及び得る不利
益が軽微な行為類型」（第 2層），及び「著作物の市場
と衝突する場合があるが，公益的政策実現等のために
著作物の利用の促進が期待される行為類型」（第 3層）
の 3類型である。
　改正法において導入された規定のうち 30 条の 4 及
び 47 条の 4は第 1層に，47 条の 5は第 2層にそれぞ
れ対応した規定であり，これら行為類型について，柔
軟な権利制限規定を設け，円滑な著作物の利用を図
り，IoT・ビッグデータ・人工知能といった新しい技
術の利用を促進しようとしたものである（6）。
　著作権法 30 条の 4 は，著作物の録音，録画その他
の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用
に供する場合（1号），情報解析の用に供する場合（2
号），著作物の表現についての人の知覚による認識を
伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理
の過程における利用その他の利用に供する場合（3号），
及び，その他の当該著作物に表現された思想又は感情
を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としな
い場合（柱書）においては，その必要と認められる限
度において，著作物の利用を認める規定である。
　著作物が有する経済的価値は，通常，市場におい
て，著作物の視聴等をする者が当該著作物に表現され
た思想又は感情を享受してその知的・精神的欲求を満
たすという効用を得るために対価の支払をすることに
よって現実化されていると考えられるところ，30 条
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の 4に規定されたような著作物に表現された思想又は
感情の享受を目的としない行為は，著作物に表現され
た思想又は感情を享受しようとする者からの対価回収
機会を損なうものではなく，著作権法が保護しようと
している著作権者の利益を通常害するものではないと
評価できることから，著作物の利用を認めることとし
たものである。
　以上の意味において，30 条の 4 は，上述した第 1
層に相当すべき行為態様（「権利者の利益を通常害さ
ないと評価できる行為類型」）について，権利制限規
定を整備したものということができる（7）。
　なお，上記行為態様に該当する場合であっても，
「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に
照らし著作権者の利益を不当に害することとなる」（30
条の 4本文但書）場合は，当該著作物の利用は認めら
れない。

　（2）�　30 条の 4 第 1 号（著作物の録音，録画その
他の利用に係る技術の開発又は実用化のための
試験の用に供する場合）の具体例

　ア　はじめに
　�　30 条の 4第 1 号は，「著作物の録音，録画その他
の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の
用に供する場合」には著作物の利用を認めている。
　�　以下，具体例を挙げて，1号に該当する場合，1

号に該当しない場合，あるいはその判断が分かれ得
る場合について紹介する。
　イ　具体例－ 1号に該当する場合
　�　以下の行為は，「技術の開発又は実用化の試験の
用に供する」ための行為であるから，1号に該当し，
著作権侵害にはならない。
　①�　美術品の複製に適したカメラやプリンターを開
発するために美術品を試験的に複製する行為（8）

　�　このような行為は，通常，画像の歪みのなさや色
合いの再現性等，開発中のカメラ等が求められる機
能・性能を満たすものであるか否かを検証すること
を専ら目的として行われるものであり，当該美術品
の鑑賞を通じて，鑑賞者の知的・精神的欲求を満た
すという効用を得ることに向けられた行為ではない
ものと考えられることから，著作物に表現された思
想又は感情の享受を目的としない行為であり，1号
に該当すると考えられる。
　②�　複製に適した和紙を開発するために美術品を試
験的に複製する行為（9）

　�　このような行為も，通常，インクや金箔の見え方
や耐久度等，開発対象の和紙が求められる機能・性
能を満たすものであるか否かを確認することを専ら
目的として行われるものであることから，①と同
様，1号に該当すると考えられる。

文化庁長官官房著作権課「著作権法の一部を改正する法律案　概要説明資料」（2018 年）2頁より
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　③�　動画圧縮技術の開発のため，テレビの放送番組
を実験的に録画・変換する行為（10）

　�　このような行為は，動画の圧縮が適切に行われる
かといった技術的な側面を検証することを専らの目
的として行われるものであり，当該番組の視聴を通
じて，知的・精神的欲求を満たすという効用を得る
ことに向けられた行為ではないものと考えられるこ
とから，著作物に表現された思想又は感情の享受を
目的としない行為であり，1号に該当すると考えら
れる。
　④�　高音質の録音技術の開発のため，楽曲を録音す
る行為

　�　このような行為も，高音質で楽曲の録音が適切に
行われるかといった技術的な側面を検証することを
専らの目的として行われるものであるから，③と同
様に，1号に該当すると考えられる。
　⑤�　HDDレコーダーの開発過程で，HDDの耐久性
を調べるために，映画を 1万回（上書き）複製す
る行為（11）

　�　このような行為は，HDDの耐久性を調べるとい
う技術的な側面を検証することを専らの目的として
行われるものであるから，③や④と同様に，1号に
該当すると考えられる。
　ウ　具体例－ 1号に該当しない場合
　�　以下の行為は，主たる目的が「技術の開発又は実
用化の試験の用に供するため」であっても，同時に
「著作物に表現された思想又は感情」の享受を目的
としていることを否定できないことから，1号は適
用されず，著作権侵害になると考えられる。
　⑥�　人を感動させるような映像表現の技術開発目的
であると称して多くの一般人を招待して映画の試
験上映会を行う行為（12）

　�　このような行為は，その主たる目的が人を感動さ
せるような映像表現の技術の開発であったとして
も，一般人において，上映された映画の表現内容を
理解したうえで，表現上の特徴に着目して作品を見
て，楽しむといった知的・精神的欲求を満たす行為
にまで及んでいることは否定できないことから，
「著作物に表現された思想又は感情」の享受を目的
としていることは否定できず，したがって，1号に
該当するということはできないと言わざるを得ない
であろう。

　エ　具体例－判断が分かれ得る場合
　�　以下の行為は，「技術の開発又は実用化の試験の
用に供する」ための行為であるが，その過程で，
「著作物に表現された思想又は感情」が享受されて
いる可能性がある場合であり，1号該当性が肯定さ
れるのか否定されるのかその判断が分かれ得る場合
である。
　⑦�　DVDの開発過程で，再生が正しく機能するか
を検証するために様々な映画を再生する行為（13）

　�　このような行為は，DVDの開発のためであるも
のの，開発の過程において，必然的に，映画を再生
し，映画を知覚する（見る）という行為を経ること
が避けられない。
　�　もっとも，単に知覚のみにとどまり，「著作物に
表現された思想又は感情」を享受することを目的と
するものでなければ，1号の適用は認められるとこ
ろ（柱書参照），結局は，当該行為がどのような目
的で行われたかによって 1号該当性が判断されるこ
とになると解されるべきである。
　�　したがって，映画の再生がDVDの開発のため，
すなわちDVDの再生が正しく機能するかどうかを
検証するためにのみ行われたのであれば，1号に該
当することとなり，他方，映画の再生がDVDの再
生が正しく機能するかどうかという検証目的にとど
まらず，映画を楽しむ，鑑賞するといった目的をも
含むような場合であれば，1号には該当しないこと
となると考えられる。
　�　なお，映画の再生の目的がいずれにあるのかは，
映画の再生を行ったものの主観のみならず，映画の
再生の状況（例えば，映画の鑑賞者が誰であるか，
多数なのか少数なのか，映画の再生時間の長短）な
どの客観的な事情も考慮のうえ判断されるとされ
る（14）。

　⑧�　楽器の開発のために試験的に楽曲を演奏する場
合（15）

　�　上記⑦で述べたところと同様に，楽曲の演奏が楽
器の開発のためにのみ行われたのであれば，1号に
該当することとなり，他方，楽曲の演奏が楽器の開
発目的にとどまらず，楽曲を楽しむ，鑑賞すると
いった目的をも含むような場合であれば，1号には
該当しないこととなると解されるべきである。
　�　そして，楽曲の演奏の目的がいずれにあるのか
は，楽曲の演奏を行ったものの主観のみならず，楽



平成 30 年改正著作権法における「柔軟な権利制限規定」の適用場面

パテント 2021 － 106 － Vol. 74　No. 1

曲の演奏の状況（例えば，楽曲の全体の演奏なの
か，一部の演奏なのか，鑑賞者が誰であるのか）な
どの客観的な事情も考慮のうえ判断される（16）。

　（3）�　30 条の 4 第 2 号（情報解析の用に供する場
合）の具体例

　ア　はじめに
　�　30 条の 4第 2号は，「情報解析の用に供する場合」
には著作物の利用を認めている。「情報解析」とは，
「多数の著作物その他の大量の情報から，当該情報
を構成する言語，音，影像その他の要素に係る情報
を抽出し，比較，分類その他の解析を行うこと」と
規定されている。
　　以下，2号に該当する典型的な具体例を紹介する。
　イ　具体例－ 2号に該当する場合
　�　以下の行為は，「情報解析の用に供する」ための
行為であるから，2号に該当し，著作権侵害にはな
らない。
　⑨�　深層学習（ディープラーニング）の方法による
人工知能の開発のための学習用データとして著作
物をデータベースに記録する行為（17）

　�　情報解析の定義については，平成 30 年改正前の
著作権法において「統計的な」という要件が課され
ていたが，改正法によりこの要件が削除されたこと
から，統計的な解析にとどまらず，代数的，幾何学
的な解析も必要であるディープラーニングで用いら
れる解析行為も2号の対象となるものと考えられる。
　⑩�　「令和」という言葉が，改元当日の新聞朝刊で
何回使われたかを，コンピューターで数えるため
に，OCRで読み込んで複製する行為（18）

　⑪�　「令和」という言葉が，改元当日の新聞朝刊で
何回使われたかを，人力で数えるために，新聞を
コピーして切り抜いてカードを作る行為（19）

　�　「情報解析」は電子計算機によるものに限られず，
人の手で行われる情報解析も含まれることから，こ
のような行為も 2号に該当すると考えられる。
　⑫�　人工知能に学習させるために，新聞を入力（複
製）する行為（20）

　⑬�　新聞における特定の単語の用いられ方を解析す
るための新聞のコピー（21）

　⑭�　テレビ番組を大量に録画してどのような映像が
どのくらいの頻度映るのかを解析する行為（22）

　⑮�　他社のためにAI 開発用データセットを作成し，

複数事業者で共有する行為（23）

　�　2 号では「…の用に供する場合」と規定されてい
ることから，自ら解析を行う場合のみならず，情報
解析を行う他人のために，著作物を複製し，当該情
報解析を行う他人に譲渡・公衆送信することも可能
であると解されている。

　（4）�　30 条の 4 第 3 号（著作物の表現についての
人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物
を電子計算機による情報処理の過程における利
用その他の利用に供する場合）の具体例

　ア　はじめに
　�　30 条の 4第 3 号は，「著作物の表現についての人
の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子
計算機による情報処理の過程における利用その他の
利用に供する場合」には著作物の利用を認めている。
　　以下，3号に該当する典型的な具体例を紹介する。
　イ　具体例－ 3号に該当する場合
　�　以下の行為は，「著作物の表現についての人の知
覚による認識を伴うことなく」当該著作物を電子計
算機による情報処理の過程において利用する行為で
あるから，3号に該当し，著作権侵害にはならない。
　⑯�　コンピューターの情報処理の過程において，
バックエンドで行われる著作物のコピー等（24）

　�　このような行為の場合，コピーされるデータは，
人が全く知覚することなく利用されるものであるこ
とから，3号に該当すると考えられる。
　⑰�　肉質を良質にするために牛に音楽を聴かせる目
的やおいしくするためにお酒に音楽を聴かせる目
的でCDをコピーする行為（25）

　�　3 号では，「電子計算機による情報処理の過程に
おける利用その他の利用」と規定されていることか
ら，「電子計算機による情報処理の過程における利
用」に限らず，「著作物の表現についての人の知覚
による認識を伴うことなく」利用する場合であれば
「その他の利用」として本号に該当することとなる
ところ，このような行為は「その他の利用」として
3号に該当すると考えられる。



平成 30 年改正著作権法における「柔軟な権利制限規定」の適用場面

Vol. 74　No. 1 － 107 － パテント 2021

　（5）�　30 条の 4 柱書（その他の当該著作物に表現
された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享
受させることを目的としない場合）の具体例

　ア　はじめに
　�　30 条の 4柱書は，「次に掲げる場合その他の当該
著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は
他人に享受させることを目的としない場合」には著
作物の利用を認めている。
　�　そして，「次に掲げる場合その他の」と記載され
ていることから，「次に掲げる場合」すなわち，1
号ないし 3号の場合は例示であって，1号ないし 3
号には当たらない場合であっても，「著作物に表現
された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受さ
せることを目的としない場合」には柱書が適用され
ると考えられている（26）。この点，後述する 47 条の
4 第 1 項及び第 2 項の柱書の場合においては，「次
に掲げる場合その他これらと同様に」と記載されて
いるところ，「次に掲げる場合」すなわち，1号な
いし 3号の場合から外れたところがすべて柱書で引
き受けられるわけではないと考えられていることと
は異なるものである。
　�　以下，1号ないし 3号には直接該当しないものの，
柱書に該当する場合，柱書にも該当しない場合，あ
るいはその判断が分かれ得る場合の具体例を紹介
する。
　イ　具体例－柱書に該当する場合
　⑱　リバース・エンジニアリング（27）

　�　プログラムの調査解析を目的とするプログラムの
著作物の利用（いわゆる「リバース・エンジニアリ
ング」）が柱書に該当する具体例として挙げられて
いる。
　ウ　具体例－柱書に該当しない場合
　�　以下の行為は，その主たる目的は著作物に表現さ
れた思想又は感情の享受以外のところにあるもの
の，同時に，著作物に表現された思想又は感情を享
受していることも否定できないことから，柱書は適
用されず，著作権侵害になると解される。
　⑲�　漫画の作画技術を身につけさせることを目的と
して，民間のカルチャー教室等で手本とすべき著
名な漫画を複製して受講者に配布したり，購入し
た漫画を手本にして受講者が模写したり，模写し
た作品をスクリーンに映してその出来映えを吟味
してみたりといった行為（28）

　�　文化庁著作権課の説明によれば，このような行為
は，その主たる目的が漫画の作画技術の習得という
点にあると称したとしても，一般的に同時に享受の
目的もあると認められることから，柱書に該当せ
ず，30 条の 4 は適用されないものと考えられると
しているが，わずかでも「著作物に表現された思想
又は感情」の享受の目的があれば，一律に 30 条の
4の適用が否定されると考えるべきかどうかについ
ては検討の余地があり得ると考える。
　⑳�　家電量販店においてテレビの画質をアピールし
たいという目的で店が映画を上映する場合（29）

　�　家電量販店のテレビの画質を示したい目的があっ
たとしても，ある映画の一部分の映像的効果ないし
は短くてもストーリー的な効果は客に知覚させてお
り，享受させていることから，30 条の 4 柱書の適
用はないと考えられる。
　エ　具体例－判断が分かれ得る場合
　�　以下の行為は，「その他の当該著作物に表現され
た思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる
ことを目的としない場合」ための行為であるか否
か，その判断が分かれ得る場合である。
　㉑　パロディのために著作物を利用する行為（30）

　�　パロディは原作品に表現された思想又は感情を享
受させない利用と捉えることができるのであれば，
パロディに 30 条の 4 柱書の適用を認めることがで
きるのではないかという考え方が示されている一
方（31），何らかの形で原作品の持つメッセージ，す
なわち思想又は感情が伝わっているからこそパロ
ディとして成立することを前提にすれば，パロディ
に 30 条の 4 柱書の適用をすることは難しいのでは
ないかという考え方も示されている（32）。

　�　この点，立法過程では，パロディは今後の検討課
題として位置付けられていたことからすれば，30
条の 4が適用されることは前提にしていないのでは
ないかとも思われる（平成 29 年 4 月の文化審議会
著作権分科会報告書（33）66 頁参照）。

3.著作権法 47 条の 4について
　（1）�　著作権法 47 条の 4 の内容（電子計算機にお

ける著作物利用に付随する利用等）
　著作権法 47 条の 4 は，電子計算機における利用を
円滑または効率的に行うための付随的利用の場合（第
1項），電子計算機における利用の状態維持または回
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復のための利用の場合（第 2項）においては，その必
要と認められる限度において，著作物の利用を認める
規定である。
　これらの行為は，主たる著作物の利用行為の補助
的・補完的な行為にすぎず，主たる著作物の利用行為
とは別に著作物の新たな享受の機会を提供するもので
はなく，独立した経済的重要性を有さないものと評価
できることから，その必要と認められる限度におい
て，著作物の利用を認めることとしたものである。
　以上の意味において，47 条の 4 も，30 条の 4 と同
様に，2.（1）で述べた第 1層に相当すべき行為態様
（「権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類
型」）について，権利制限規定を整備したものという
ことができる。
　なお，上記行為態様に該当する場合であっても，
「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に
照らし著作権者の利益を不当に害することとなる」
（47 条の 4第 1 項及び第 2項本文但書）場合は，当該
著作物の利用は認められない。

　（2）�　47 条の 4 第 1 項（電子計算機における利用
を円滑または効率的に行うための付随的利用）
の具体例

　ア　はじめに
　�　47 条の 4 第 1 項は，「次に掲げる場合（注：1号
ないし 3号規定の場合）その他これらと同様に当該
著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的
に行う為に当該電子計算機における利用に付随する
利用に供することを目的とする場合」には著作物の
利用を認めている。
　�　そして，「次に掲げる場合その他これらと同様
に…」と記載されていることから，「次に掲げる場
合」すなわち，例示である 1号ないし 3号の場合と
同様でなければ柱書は適用されず，30 条の 4（「次
に掲げる場合その他の…」と規定）のように 1号な
いし 3号から外れたところが全て柱書で引き受けら
れるわけではなく，1号ないし 3号の例示に当たら
ない場合でかかる例示と価値的に同等，すなわち，
「電子計算機における利用を円滑又は効率的に行う」
機能を持っていれば，柱書の適用により権利制限の
対象になると考えられている（34）。

　�　以下，具体例を挙げて第 1 項各号に該当する場
合，あるいは柱書の適用があるか否かについて紹介

する。
　イ�　具体例－第 1項各号に該当する場合，及び柱書
が適用される場合

　�　以下の行為は，「当該著作物の電子計算機におけ
る利用を円滑又は効率的に行う為に当該電子計算機
における利用に付随する利用に供することを目的と
する」行為であるから，第 1項各号に該当し，ある
いは柱書が適用され，著作権侵害にはならない。
　㉒�　ネットワークを通じた情報処理の高速化を行う
ためにキャッシュを作成する行為（第 1 項第 1
号）（35）

　�　第 1項第 1号には，電子計算機を用いて著作物を
利用する際の情報処理の過程において，その情報処
理を円滑又は効率的に行うため，メモリやハード
ディスク上で情報を蓄積する場合について規定され
ていることから，このような行為は第 1項第 1号に
該当すると考えられる。
　㉓�　動画投稿サイトの閲覧に伴うプログレッシブダ
ウンロード（第 1項第 1号）（36）

　�　㉒と同様に，第 1項第 1号に該当すると考えら
れる。
　㉔�　携帯型 CD 再生機で，音飛び防止のために，
CDの内容を先に読み出してバッファリングして
おく行為（第 1項第 1号）（37）

　�　㉒と同様に，第 1 項第 1 号に該当すると考えら
れる。
　㉕�　情報通信の負荷低減のためのミラーリング（第
1項第 2号）（38）

　�　第 1項第 2号には，サーバーを他人のネットワー
ク送信の用に供することを反復継続して行う者が，
ネットワーク送信の遅滞や障害を防止するために，
多数のサーバーにアクセスを振り分けること等によ
り負荷分担を図るために複製する場合や，ネット
ワーク送信の中継を効率的に行うために，キャッ
シュとして複製する場合について規定されているこ
とから，このような行為は第 1項第 2号に該当する
と考えられる。
　㉖�　企業や大学等の団体において，団体内部の利用
者が外部のウェブページにアクセスする場合の送
信を効率的に行うために当該ウェブページの情報
を境界サーバーにキャッシュとして一定期間蓄積
する行為（フォワードキャッシュ）（第 1項第 2
号）（39）
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　�　㉕と同様に，第 1 項第 2 号に該当すると考えら
れる。
　㉗�　SNSの提供に際して，ユーザーがアップした大
量のコンテンツを円滑かつ効率的に提供するため
の準備として，並列分散処理（例：HADOOP
（登録商標））による情報処理を行うために複数の
端末に当該コンテンツをコピーする行為（第 1項
第 3号）（40）

　�　第 1項第 3号には，情報通信の技術を利用する方
法により情報提供する場合において，当該提供を円
滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機
による情報処理を目的として記録媒体への記録又は
翻案を行う場合について規定されていることから，
このような行為は第 1項第 3号に該当すると考えら
れる。
　㉘�　携帯回線専用動画投稿サイト運営者が，ユー
ザーが投稿してきた動画を，携帯回線で利用する
閲覧者にも円滑に提供できるようにするために，
ファイル形式を携帯回線向けのものに統一する過
程で行われる各種複製（第 1項第 3号）（41）

　�　㉗と同様に，第 1 項第 3 号に該当すると考えら
れる。
　㉙�　インターネットサービスプロバイダがウィルス
や有害情報等のフィルタリングを行うために行う
複製行為（第 1項柱書）（42）

　�　第 1 項 1 号ないし 3 号には直接該当しないもの
の，1号ないし 3号に該当する行為と同様に，著作
物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行
うために当該電子計算機における利用に付随する利
用に供することを目的とする場合であることから，
このような行為は第 1項柱書が適用されると考えら
れる。

　（3）�　47 条の 4 第 2 項（電子計算機における利用
の状態維持または回復のための利用）の具体例

　ア　はじめに
　�　47 条の 4第 2項は，「次に掲げる場合（すなわち，
1号ないし 3号規定の場合）その他これらと同様に
当該著作物の電子計算機における利用を行うことが
できる状態を維持し，又は当該状態に回復すること
を目的とする場合」には著作物の利用を認めている。
　�　そして，「次に掲げる場合その他これらと同様
に…」と記載されていることから，「次に掲げる場

合」すなわち，例示である 1号ないし 3号の場合と
同様でなければ柱書は適用されず，30 条の 4（「次
に掲げる場合その他の…」と規定）のように 1号な
いし 3号から外れたところが全て柱書で引き受けら
れるわけではなく，1号ないし 3号の例示に当たら
ない場合でかかる例示と価値的に同等であれば，柱
書の適用により権利制限の対象になると考えられて
いることは第 1項の場合と同様である。
　�　以下，具体例を挙げて第 2 項各号に該当する場
合，あるいは柱書が適用されるか否かについて紹介
する。
　イ　具体例－第 2項各号に該当する場合
　㉚�　パソコンのメイン基板の修理を引き受けた業者
が，基板修理の前にHDDの内容をバックアップ
し，修理後，元のHDDに書き戻す行為（第 2項
第 1号）（43）

　�　第 2項第 1号には，記録媒体を内蔵する機器の保
守又は修理を行う際に，当該記録媒体に記録されて
いる著作物について，当該記録媒体以外の記録媒体
に一時的に記録し，当該機器の保守又は修理後に再
び当該記録媒体に記録する場合について規定されて
いることから，このような行為は第 2項第 1号に該
当すると考えられる。
　㉛�　著作物が記録されたメモリを内蔵するスマート
フォンを新しいスマートフォンに交換する際に，
著作物の利用を行うことができる状態を維持する
ことを目的として，古いスマートフォンのメモリ
から新しいスマートフォンのメモリにデータを移
行させるために古いスマートフォンのメモリから
データを削除しつつ複製する行為（第 2 項第 2
号）（44）

　�　第 2項第 2号には，記録媒体を内蔵する機器をこ
れと同様の機能を有する機器と交換する際に，当該
記録媒体に記録されている著作物について，当該記
録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し，当該同様
の機能を有する機器に内蔵される記録媒体に記録す
る場合について規定されていることから，このよう
な行為は第 2項第 2号に該当すると考えられる。
　㉜�　HDDレコーダーが故障した場合において，新
しいHDDレコーダーに買い替えるに際し，HDD
に録画していた TV番組のデータを移動させるた
めに，同データをバックアップし，新しいHDD
レコーダーに記録する行為（第 2項第 2号）（45）
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　�　㉛と同様に，第 2 項第 2 号に該当すると考えら
れる。
　㉝�　サーバーの滅失等に備えたバックアップ（第 2
項第 3号）（46）

　�　第 2項第 3号には，サーバーを他人のネットワー
ク送信の用に供することを反復継続して行う者が，
著作物のアップロードが行われているサーバーの記
録媒体が滅失又は棄損してしまった際の復旧に備え
て，バックアップを作成しておくような場合につい
て規定されていることから，このような行為は第 2
項第 3号に該当すると考えられる。
　ウ　具体例－柱書の適用が問題となり得る場合
　�　上述したとおり，上記 1号ないし 3号の例示に該
当しない場合であっても，かかる例示と価値的に同
等であれば，柱書の適用により権利制限の対象にな
ると考えられているところ，以下のような行為につ
いては，第 2項柱書の「電子計算機における利用を
行うことができる状態を維持し，又は当該状態に回
復することを目的とする場合」が適用され，権利制
限が認められるかどうか問題となり得る場合である。
　㉞�　メディア変換のために複製する行為，例えば，
（a）十数年前に購入した電子百科事典のデータ
を破損のおそれのある CDから吸い上げ，コン
ピューターに保存する行為，（b）PlayStation（登
録商標）本体がもはや手に入らないことから，
PlayStation（ 登 録 商 標 ） 初 代 の ゲ ー ム を
NINTENDO�SWITCH（登録商標）で遊べるよう
データを変換する行為，あるいは，（c）もはや
使用できなくなったガラケー用の音楽ファイルを
スマホで聴けるように変換する行為（第 2 項柱
書）（47）

　�　元のままでは利用できないデータを新たな機器で
利用できるようにするとういう点に重きを置けば，
「電子計算機における利用を行うことができる…状
態に回復することを目的とする場合」といえ，適用
可能であるとも思えるが，他方，例えば，上記（b）
の PlayStation（ 登 録 商 標 ） の ゲ ー ム を
NINTENDO�SWITCH（登録商標）で利用できる
ようにする行為は，本来著作権者が想定していた利
用態様（当時の PlayStation（登録商標）本体での
み利用できる）を超えて，新たに NINTENDO�
SWITCH（登録商標）で利用できるようにしてい
ることから，もはや「電子計算機における利用を行

うことができる状態を維持し，又は当該状態に回復
する」ことを超えており，第 2項柱書が想定する権
利制限とは異なると考えられることから，柱書を適
用すべきではないとも考えられる（あるいは，少な
くとも第 2項本文但書の「当該著作物の種類及び用
途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を
不当に害することとなる場合」に該当し，第 2項が
適用されないとも考えられる）。

4.著作権法 47 条の 5について
　（1）�　著作権法 47 条の 5 の内容（電子計算機によ

る情報処理及びその結果の提供に付随する軽微
利用等）

　著作権法 47 条の 5 は，所在検索サービス（第 1項
第 1 号），情報解析サービス（第 1項第 2 号），及び，
電子計算機による情報処理により，新たな知見又は情
報を創出し，その結果を提供する行為であって，国民
生活の利便性の向上に寄与するものとして政令に定め
るもの（第 1項第 3号）を行う場合，公衆へ提供・提
示（送信可能化を含む）する著作物（ただし，既に公
表又は送信可能化された著作物に限る。47 条の 5第 1
項において，「公衆提供提示著作物」と定義されてい
る）について，各号の行為の目的上必要と認められる
限度において，当該行為に付随して，その軽微利用を
認める規定である。
　これらのサービスは，電子計算機による情報処理に
より新たな知見又は情報を提供することには社会的意
義が認められる一方で，著作物の利用の程度を軽微な
ものにとどめれば，基本的に著作権者が当該著作物を
通じて対価の獲得を期待している本来的な転売市場等
に影響を与えず，ライセンス使用料に係る不利益につ
いても，その度合いは小さなものにとどまること，多
くの場合，電子計算機による情報処理の結果得られる
知見又は情報の質を高めようとすればするほど膨大な
著作物を利用することが必要となり，契約により対応
することが現実的に困難となることを踏まえ，権利制
限の対象とする妥当なものと考えられることから，著
作物の一部を軽微な形で提供できることとしたもので
ある。
　以上の意味において，47 条の 5 は，2.（1）で述べ
た第 2層に相当すべき行為態様（「権利者に及び得る
不利益が軽微な行為類型」）について，権利制限規定
を整備したものということができる。
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　なお，上記行為態様に該当する場合であっても，
「当該公衆提供提示著作物に係る公衆への提供又は提
示が著作権を侵害するものであることを知りながら当
該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供提示著作物
の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著
作権者の利益を不当に害することとなる」（47 条の 5
第 1項本文但書）場合は，当該著作物の軽微利用は認
められない。

　（2）�　47 条の 5 第 1 項第 1号（所在検索サービス）
の具体例

　ア　はじめに
　�　47 条の 5第 1項第 1号は，「電子計算機を用いて，
検索により求める情報が記録された著作物の題号又
は著作者名，送信可能化された検索情報に係る送信
元識別符号その他の検索情報の特定又は所在に関す
る情報を検索し，及びその結果を提供する」行為を
行う者につき，公衆提供提示著作物について，その
行為の目的上必要と認められる限度において，当該
行為に付随して，軽微な利用を認める規定である。
　�　以下，具体例を挙げて 1号に該当する場合につい
て紹介する。
　イ　具体例－ 1号に該当する場合
　�　以下の例は，「電子計算機を用いて，検索により
求める情報が記録された著作物の題号又は著作者
名，送信可能化された検索情報に係る送信元識別符
号その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を
検索し，及びその結果を提供する」行為を行う者
が，公衆提供提示著作物を，その行為の目的上必要
と認められる限度において，当該行為に付随して，
軽微に利用する場合であることから，1号に該当し，
著作権侵害とはならない。
　㉟�　特定のキーワードを含む書籍を検索し，その書
誌情報や所在に関する情報の提供に付随して，書
籍中の当該キーワードを含む文章の一部分を提供
する行為（書籍検索サービス）（48）－例えば，Google
（登録商標）Books（49）のようなサービス

　㊱�　テレビやラジオで自分の関心のあるキーワード
やフレーズがいつどのような形で放送されたかを
調べることができるサービス（テレビ番組検索
サービス）（50）－例えば，TVEyes（51）のようなサー
ビス

　㊲�　街中の風景を撮影したものでデータベースを構

築し，ユーザーが周囲の風景を撮影し検索するこ
とで，所在地の店舗情報等を提供するサービス
（街中風景検索サービス）（52）－例えば，Google（登
録商標）STREET�VIEW（登録商標）を活用し
たサービスが考えられる

　㊳�　利用者が録音した音声に含まれる楽曲を検索
し，その結果提供に付随して，楽曲の一部分を提
供する行為（楽曲検索サービス）（53）

　（3）�　47 条の 5 第 1 項第 2号（情報解析サービス）
の具体例

　ア　はじめに
　�　47 条の 5 第 1 項第 2号は，「電子計算機による情
報解析を行い，及びその結果を提供する」行為を行
う者につき，公衆提供提示著作物について，その行
為の目的上必要と認められる限度において，当該行
為に付随して，軽微な利用を認める規定である。
　�　以下，具体例を挙げて 2号に該当する場合につい
て紹介する。
　イ　具体例－ 2号に該当する場合
　�　以下の例は，「電子計算機による情報解析を行い，
及びその結果を提供する」行為を行う者が，公衆提
供提示著作物を，その行為の目的上必要と認められ
る限度において，当該行為に付随して，軽微に利用
する場合であることから，2号に該当し，著作権侵
害とはならない。
　㊴�　大量の論文や書籍等をデジタル化して，検証し
たい論文との文章の一致について解析を行い，他
の論文等からの剽窃の有無や剽窃率等の情報の提
供に付随して，剽窃箇所に対応するオリジナルの
論文等の本文の一部分を表示する行為（論文剽窃
検証サービス）（54）

　㊵�　特定の店舗，企業，施設，人物等についての評
判に関する情報について，ブログや新聞，雑誌等
で掲載されているのか等を調べることのできる
サービス（評判情報分析サービス）（55）

　㊶�　過去の症例，治療方法，薬効等に関する様々な
情報から最適な治療方法を分析し，その結果提供
に付随して，文献等の一部を提供する行為（医療
支援サービス）（56）
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　（4）�　47 条の 5 第 1 項第 3 号（電子計算機による
情報処理により，新たな知見又は情報を創出
し，その結果を提供する行為であって，国民生
活の利便性の向上に寄与するものとして政令に
定めるもの）の具体例

　現時点において，政令で定められたものはないもの
の，「電子計算機による情報処理により，新たな知見
又は情報を創出し，その結果を提供する行為であっ
て，国民生活の利便性の向上に寄与するもの」につい
ては，政令により定められた場合は，47 条の 5 第 1
項の適用が認められることとなる。

5.終わりに
　以上，具体的な適用場面を挙げて説明したとおり，
改正法によって，これまでは著作権者の許諾なしでは
認められていなかった利用目的や場面においても，著
作物の利用が可能となった。これにより，IoT・ビッ
グデータ・人工知能などの技術を活用して，大量の情
報を集積し，組み合わせ，解析するというニーズを満
たすことができるようになったという意味において，
これまでより一層，著作物の利用の円滑化が図られる
こととなったということができる。
　なお，法改正の過程で著作物の利用の円滑化という
観点で議論されてきたニーズのうち，今回の法改正に
おいても手当てされなかったものも依然残っている。
例えば，新型コロナウイルス禍により現時点では停滞
しているものの，将来的には，訪日外国人の増加に伴
い必要性が高まることが予測される自動翻訳サービ
ス（57）や機械翻訳サービス（58）といったサービスについ
ては，依然として著作権侵害の可能性が残っており，
著作物の利用の円滑化という観点から考えれば，今後
の法改正による手当てが期待されるところである。

以上
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